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第３期定時株主総会招集ご通知に際しての 

インターネット開示事項 
 

第３期 
（2019年６月１日から2020年５月31日まで）  

 

■事業報告 

５．会計監査人に関する事項 

６．業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要に関する事項 

７．剰余金の配当等の決定に関する方針 
 

■連結計算書類 

連結持分変動計算書 

連結注記表 
 

■計算書類 

株主資本等変動計算書 

個別注記表  

 

 

 

 

株式会社きずなホールディングス 
 

 
 

上記の事項は、法令および定款の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載することにより株主の

皆様に提供しております。 

当社ウェブサイト：https://www.kizuna-hd.co.jp/ir/meeting  
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５．会計監査人に関する事項 
(1)会計監査人の名称 

太陽有限責任監査法人 
 

(2)責任限定契約の内容の概要 
該当事項はありません。 

 
 (3)報酬等の額 

区 分 
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

監査証明業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬 

当 社 28,000千円 1,500千円 

連結子会社 - - 

合 計 28,000千円 1,500千円 
 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監

査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

２．会計監査人の監査報酬については、監査役会が監査計画の内容を確認し、当事業年度の監査時間及び

報酬額の見積もりの算出根拠などを確認、検討した結果、妥当な水準であると判断し、同意しており

ます。 

 
 (4)非監査業務の内容 

 当社は、太陽有限責任監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、新規
上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。 

 
 (5)会計監査人の解任又は不再任の決定方針 

 監査役会は、法令または基準等が定める会計監査人の独立性及び適格性、並びに監査体制
及び監査品質等、監査が適切に行われるかを総合的に勘案して、選任及び不再任等の株主総
会に提出する議案の決定を行います。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め
る項目に該当すると考えられる場合は、必要に応じて、監査役の全員の同意に基づき会計監
査人を解任します。 
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６．業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要に関する事項 

 (1)業務の適正を確保するための体制 

 当社は業務の適正性を確保するための体制として、2018年５月28日の取締役会にて「内部統

制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針及び社内

規程に基づき内部統制システムの運用を行っております。それらの概要は以下のとおりであり

ます。 

 

 ① 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

(a) 取締役は、経営理念、基本的使命及び行動規範を率先垂範し、従業員への周知徹底、

教育啓発を継続し、法令遵守を最優先とする企業風土を醸成する。 

(b) 取締役は、コンプライアンスに関する社内規程等に従い、担当責任部門は社内の意

思決定プロセス及び業務執行において、会社全体を横断する調査、監督指導を行う。 

(c) 取締役の職務執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査役の監査を

受け、監査役は取締役に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。 

(d) 取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合には、直ちに監査役及び

取締役会に報告する。 

(e) 社長直属部門として内部監査業務を専任所管する部門（以下「内部監査部門」とい

う）を設けており、年度監査計画に基づいて専任担当者が監査を実施し、被監査部門

に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部監査

の内容は社長以下関係役員及び監査役にも報告され、経営力の強化を図る。 

(f) 必要に応じて法律・会計等の外部の専門家を起用し、法令・定款違反行為を未然に

防止する。 

(g) 当社の事業活動又は取締役及び従業員の法令遵守上疑義のある行為等について、従

業員が直接通報を行うことのできる手段を設け、コンプライアンスに関する相談や不

正行為等の通報を受け付けるとともに、通報者の人事上の保護を徹底した内部通報に

関する制度を運用する。 

(h) 財務報告の信頼性を確保し、適時適切な開示を行うため、「経理規程」をはじめと

する諸規程を制定し、「会社法」及び「金融商品取引法」並びに関連法令を遵守する

体制を構築する。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(a) 取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令及び社内規程等に定めるとこ

ろにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の

検証、各規定等の見直し等を行う。 

(b) 取締役・監査役は、必要に応じて文書等を閲覧できる。 



  

―4― 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(a) リスク管理に関する規程（リスクマネジメント基本規程）を制定又は改定し、当社

の事業活動において想定される各種リスクを検討する組織及び責任者を定め、適切に

評価・管理する体制を構築する。なお、新たに生じたリスクについては、対応責任者

を定め、速やかに対応するものとする。 

(b) 不測事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、

損害の拡大を防止する体制を整えるものとする。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、

取締役会を月１回定時に開催するほか、適宜臨時に開催するものとする。また、経営

に関する重要事項については、事前に社長と、定められたミーティングで議論を行い、

その審議を経て、取締役会で執行決定を行うものとする。 

(b) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限

規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めるも

のとする。 

(c) 経営理念の実現に向け、内外の環境を考慮し策定する中期業務計画に基づき、年度

計画及び業務目標を明確にし、各業務が執行されている。 

(d) 取締役会は、財務報告とそれに係る内部統制に関して、経営者を適切に監督・監視

する責任があることを認識し、実行する。 

(e) 適正な財務報告を確保するために、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令

に基づき、評価、維持、改善等を行う。 

⑤ 監査役が補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する体制並

びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

(a) 当社の内部監査部門が監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する。 

(b) 監査役が補助者の採用を希望する場合は、取締役と監査役が協議し、決定する。 

(c) 監査役より監査役を補助することの要請を受けた内部監査部門の従業員は、その要

請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。 

(d) 当該従業員の人事異動、人事評価及び懲戒処分は、監査役の同意を得なければなら

ないものとする。 

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

(a) 常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把

握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執

行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員にその説明を求める。 

(b) 取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。 
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(c) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監

査役に報告する。内部通報制度により通報された重要な件についても同様とする。 

(d) 監査役は、取締役会に出席し、適宜意見を述べる。 

(e) 内部監査部門が実施した監査結果について監査役に報告する。 

⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(a) 監査役、監査法人及び内部監査部門は意見交換の場を持ち、相互の連携を図ってい

る。 

(b) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合を持っている。 

(c) 監査役は、取締役、部門長、従業員から必要に応じてヒアリングを実施する。 

⑧ 反社会的勢力との関係遮断 

常に社会的良識を備えた行動に努めるとともに、市民社会の秩序や安全に脅威を与え

る反社会勢力とは一切関係を遮断し、全社一体の毅然とした対応を徹底する。 

⑨ 当社及びその連結子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(a) 企業集団における業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程を定

め、関係会社の管理は経営管理本部が行い、関係会社に重要な法令違反その他コンプ

ライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、経営管理本部長を通じて、遅

滞なく取締役会に報告する。 

(b) 内部監査室部門の責任者は、内部監査規程に基づき関係会社の監査を定期的に実施

し、その結果について社長に報告する。また、関係会社に重要な法令違反その他コン

プライアンスに関する重要な事実等を発見した場合、遅滞なく社長を通じて、取締役

会に報告し、同時に監査役会へ報告する。各監査役は、取締役、部門長、従業員から

必要に応じてヒアリングを実施する。 

(c) 内部統制システムを整備するに当たっては、当社グループ全体に亘る体制を整備す

る。 

⑩ 監査役へ報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを
確保する体制 

(a) 会社におけるコンプライアンス違反行為の防止及び早期発見による自浄機能の向上
を図り、会社の社会的信頼の確保に資することを目的とし、内部通報制度に関する規
程を定める。 

(b) 監査役は、重要な情報が監査役にも提供されているか及び通報を行った者が通報を
行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことが内部通報制度において確保さ
れているかを確認し、その内部通報制度が企業集団を含め有効に機能しているかを監
視し検証しなければならないものとする。 
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⑪ 監査役の職務の遂行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払又は償還の手続き
に係る方針 

監査役は、その職務の執行について生ずる費用（外部の専門家の助言に関する費用を
含む）について、会社から前払又は償還を受けることができることを監査役監査基準に
定める。 

 

 (2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

① コンプライアンス及びリスクに関する事項 

「コンプライアンス規程」に基づいて代表取締役社長を委員長とするコンプライアン

ス・リスク委員会を四半期に１回、当事業年度は４回開催し、コンプライアンス問題及

びリスク懸念について定期的に報告を受け、リスクの顕在化を予防するとともに、「リ

スクマネジメント基本規程」を制定し、リスクが顕在化した際の迅速かつ適切な措置を

講じる体制を整備しております。また当社および子会社の取締役及び従業員が直接報

告・相談できる内部通報窓口の設置・運用を通して、当社のコンプライアンスの実効性

確保に努めております。 

② 内部監査に関する事項 

内部監査室により、当社の法令および定款ならびに社内規程の遵守体制、内部統制プロ

セスの有効性についての監査を行うほか、当社グループ各部門への監査を継続して実施

しており、監査結果を代表取締役社長に都度報告するほか、監査結果を監査役会と適宜

共有しております。 

③ 取締役及び従業員の職務執行に関する事項 

「取締役会規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「組織規程」等の社内規程に基づ

き、当社の取締役及び従業員の職務執行の効率性を確保しているほか、当事業年度は22

回開催した取締役会において、十分に審議できる環境を確保しております。また子会社

の経営状況を確認するため、(株)家族葬のファミーユにおいて執行役員会を月１回、当

事業年度は12回開催し、子会社の執行役員等から取締役が定期的に報告を受け、業務の

適正を確保しております。 

④ 監査役の職務に関する事項 

監査役は、取締役会をはじめとする当社の重要な会議に出席し、必要に応じて当社およ

び当社グループの取締役および従業員にヒアリングをする機会を設けているほか、会計

監査人や内部監査室との連携を目的とした定期的な会合を実施し、当事業年度は15回開

催した監査役会で議論するなど、監査の実効性を確保しております。 
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７．剰余金の配当等の決定に関する方針 

 当社は、株主に対する利益還元を最重要課題の一つとして位置づけており、業績、経営基

盤の強化及び将来の成長性等を総合的に勘案して、安定的・継続的な利益配当を実施するこ

とを基本的な方針としておりますが、当面の間は「企業価値の長期的最大化」を目指し、将

来の事業拡大に必要不可欠な設備投資、Ｍ＆Ａ等の成長投資を優先し、そのための内部留保

を確保する方針です。 

 内部留保資金につきましては、前述の成長投資に充てる他、今後予想される経営環境の変

化に対応できる経営組織体制強化の財源として利用していく予定であります。 

 将来的には、財政状態及び経営成績、事業展開に備える内部留保とのバランスを勘案し、

株主への安定的かつ継続的な利益還元を検討してまいりますが、配当実施の可能性及びその

実施時期等については、現時点で未定であります。 

 
  



  

―8― 

連結持分変動計算書 
（2019年６月１日から2020年５月31日まで） 

 

（単位：千円） 
 

 
親会社の所有者に帰属する持分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 

2019年６月１日残高 100,000 2,526,019 617,794 

当期利益 － － 210,426 

その他の包括利益 － － － 

当期包括利益 － － 210,426 

新株の発行 53,360 53,360 － 

配当金 － － － 

株式報酬 － － － 

所有者との取引額等合計 53,360 53,360 － 

2020年５月31日残高 153,360 2,579,379 828,221 

 

 

親会社の所有者に帰属する持分 

資本合計 その他の資本の構成要素 
合計 

新株予約権 合計 

2019年６月１日残高 24,875 24,875 3,268,689 3,268,689 

当期利益 － － 210,426 210,426 

その他の包括利益 － － － － 

当期包括利益 － － 210,426 210,426 

新株の発行 － － 106,720 106,720 

配当金 － － － － 

株式報酬 1,273 1,273 1,273 1,273 

所有者との取引額等合計 1,273 1,273 107,993 107,993 

2020年５月31日残高 26,148 26,148 3,587,110 3,587,110 
 

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結注記表 

連結注記表 
 

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる事項に関する注記等 
 
１．連結計算書類の作成基準 
  当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準

（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段
の規定により、IFRSで求められる開示事項の一部を省略しております。 

 
２．連結の範囲に関する事項 
（1）連結子会社の数・・・２社 
（2）主要な連結子会社の名称 

主要会社名：株式会社家族葬のファミーユ、株式会社花駒 
 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 
 
４．会計処理基準に関する事項 
(1) 連結の基礎 

連結計算書類には、すべての子会社を含めており、子会社とは、当社グループにより支
配されている企業をいいます。当社グループが次の各要素をすべて有している場合にのみ、
投資先を支配していると考えております。 
・投資先に対するパワー 
・投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利 
・投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力 

 当社グループによる支配の有無は、議決権又は類似の権利の状況や投資先に関する契約
内容などに基づき、総合的に判断しております。 
子会社の収益及び費用は、子会社の取得日から連結計算書類に含めております。 
当社及び子会社は、類似の状況における同様の取引及び事象に関し、統一した会計方針

を用いて作成しております。 
当社グループ内の残高、取引高、収益及び費用は、重要性が乏しい場合を除き、全額を

相殺消去しております。 
子会社に対する所有持分の変動のうち、子会社に対する支配の喪失とならないものにつ

いては、資本取引として処理しております。 
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(2) 企業結合 
企業結合は、取得法を用いて会計処理をしております。 
取得対価は、当社グループが移転した資産、引き受けた負債及び発行した資本持分の取

得日公正価値の合計額で測定しております。 
IFRS第３号「企業結合」に基づく認識の要件を満たす被取得企業の識別可能な資産、負

債及び偶発負債は、原則として、取得日の公正価値で測定しております。 
のれんは、取得対価が取得日時点における識別可能な資産及び負債の正味価額を上回る

場合に、その超過額として測定しております。この差額が負の金額である場合には、直ち
に純損益として認識されます。 

企業結合を達成するために発生した取得関連費用は、発生時に純損益として認識してお
ります。 
企業結合が発生した報告期間末日までに、企業結合の当初の会計処理が完了していない

場合、当社グループは完了していない項目については暫定的な金額で報告しております。
その後、新たに入手した支配獲得日時点に存在していた事実と状況について、支配獲得日
時点に把握していたとしたら、企業結合処理の認識額に影響を与えていたと判断される場
合、測定期間の修正として、その情報を反映し、支配獲得日に認識した暫定的な金額を遡
及的に修正しております。なお、測定期間は支配獲得日から最長で１年間としております。 

 
(3) 金融商品 

① 償却原価で測定する金融資産 
 次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類してお
ります。 
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事
業モデルに基づいて、資産が保有されている。 
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャ
ッシュ・フローが所定の日に生じる。 
 償却原価で測定する金融資産については、当初認識時、公正価値に直接起因する取
引コストを加算して測定し、当初認識後は実効金利法による償却原価で測定しており
ます。償却原価で発生する金融資産に係る利息発生額は連結損益計算書の「金融収益」
に含まれております。 

 
② 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 
 ①以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しており
ます。 
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③ 金融資産の減損 
当社グループは、償却原価で測定する金融資産について、当該金融資産に係る予想信

用損失に対する貸倒引当金を認識しております。 
当社グループは、期末日ごとに、金融資産の信用リスクが当初認識以後に著しく増大

しているかどうか評価しております。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著し
く増大していない場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を12ヶ月の予想信用損失に
等しい金額で測定しております。一方、金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著
しく増大している場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失に
等しい金額で測定しております。但し、重大な金融要素を含んでいない営業債権及びそ
の他の債権については、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識し
ております。 

 
当社グループは、債務者の財務状況の著しい悪化、債務者による支払不履行又は延滞

等の契約違反等、金融資産が信用減損している客観的な証拠があり、当初認識以降の債
務不履行の発生リスクが増大した際に、原則として信用リスクの著しい増大があったも
のとしております。信用リスクが著しく増大しているか否かの評価を行う際は、期日経
過日数の他、合理的で裏付け可能な情報を考慮しております。 
金融商品の予想信用損失は、次のものを反映する方法で見積っております。 
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額 
・貨幣の時間価値 
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大
なコストや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報 
なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金

融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増加していないと評価しております。 
 当社グループは、上記のような信用リスクが著しく増加している状況が更に悪化した
と判断した場合に、債務不履行の可能性がいると判定しております。 
 しかしながら、上記の基準に関わらず、法的に債権が消滅する場合など、金融資産の
全部又は一部について回収できないと合理的に判断される場合は、当該金融資産の帳簿
価額を直接償却しております。 
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④ 金融資産の認識と認識中止 
 金融資産の認識については、営業債権及びその他の債権はこれらの発生日に、その他
の金融資産は当社グループが契約の当事者となった時点（取引日）において認識してお
ります。また、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効し
た場合、又は、当該金融資産の所有に係るリスク及び便益を実質的にすべて移転する取
引において、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転し
た時点で、当該金融資産の認識を中止しております。 

 
 

⑤ 金融負債 
 金融負債は、すべて償却原価で測定する金融負債に分類しており、金融商品の契約の
当事者になった時点（取引日）において認識しております。償却原価で測定する金融負
債については、当初認識時、公正価値から直接帰属する取引費用を控除した金額で測定
しております。当初認識後は実効金利法を用いて償却原価で測定しており、利息発生額
は連結損益計算書の「金融費用」に含まれております。 
金融負債は、義務が履行されたか、契約中に特定された債務が免責、取消、又は失効

となった場合に認識を中止しております。 
 

(4) 現金及び現金同等物 
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期日又は
償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 
(5) 棚卸資産 

 棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い額により測定しております。
取得原価は、購入原価及び現在の場所及び状態に至るまでに要したすべての費用を含んで
おり、期末の在庫評価は先入先出法に基づいて算定しております。正味実現可能価額は、
通常の事業の過程における見積売価から、販売に要する見積費用を控除した金額で算定し
ております。 
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(6) 有形固定資産 
有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計

額を控除した価額で計上しております。 
 取得原価には、購入価格(輸入関税及び還付されない取得税を含み、値引き及び割戻し
を控除後)、当該資産を意図した方法で稼働可能にするために必要な場所及び状態におく
ことに直接起因する費用及び適格要件を満たす資産の借入費用、並びに、当該資産項目の
解体及び除去費用並びに敷地の原状回復費用が含まれております。 

有形固定資産の取得原価から残存価額を控除した償却可能額を見積耐用年数にわたって、
主として定額法により償却しております。定額法を採用している理由は、これが資産によ
って生み出される将来の経済的便益の消費の想定パターンに最も近似していると考えられ
るためであります。主な有形固定資産の見積耐用年数は、次のとおりです。 

建物及び構築物 ２～45年 

機械装置及び車両運搬具 ２～15年 

工具器具備品 ２～20年 

有形固定資産の減価償却方法、残存価額及び残余耐用年数は各連結会計年度の末日には
再検討を行い、必要に応じて見積りを変更しております。 

なお、耐用年数の変更があった場合には、会計上の見積りの変更として、将来に向かっ
て適用されます。 
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(7) のれん及び無形資産 
① のれん 

当初認識時におけるのれんの測定については、「(2) 企業結合」に記載のとおりです。
当初認識後ののれんについては、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で計上し
ており、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位に配分しており
ます。 

減損については、「(9) 非金融資産の減損」に記載のとおりです。 
 
② 無形資産 
無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控

除した価額で計上しております。 
(a) 個別に取得した無形資産 
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。 

 
(b) 企業結合で取得した無形資産 
企業結合で取得した無形資産は、当該無形資産の取得原価を取得日現在の公正価値で

測定しております。 
 

無形資産のうち、耐用年数を確定できる無形資産は、当該資産の見積耐用年数にわた
り定額法により償却しております。償却は、当該資産が使用可能となった時点に開始し
ており、主な無形資産はソフトウエア（見積耐用年数 ５年）及び施設利用権（見積耐
用年数 15年）であります。 

耐用年数を確定できる無形資産の償却期間及び償却方法は各連結会計年度の末日には
再検討を行い、必要に応じて見積りを変更しております。 
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(8) リース（当社グループが借手となるリース取引） 
当社グループは、契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだものであるの

かどうかを判定しております。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間に
わたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでお
ります。 
当社グループは、リース開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しておりま

す。使用権資産は契約開始日において取得原価で測定しております。開始日後においては、
原価モデルを適用して、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定
しております。原資産の所有権がリース期間の終了時までに借り手に移転する場合又は、
使用権資産の取得原価が購入オプションを行使することを反映している場合には、使用権
資産を供用開始日から原資産の耐用年数の終了時まで減価償却しております。これ以外の
場合は、供用開始日から使用権資産の耐用年数又はリース期間の終了時のいずれか早い時
まで減価償却しております。 
リース負債は、リース開始日において同日現在で支払われていないリース料の現在価値

で測定しております。開始日後においては、リース負債に係る金利や、支払われたリース
料を反映するようにリース負債の帳簿価額を増減しております。財務費用は、各期間にお
いて負債残高に対して一定の期間利子率となるように、リース期間にわたり純損益におい
て費用処理しております。 
なお、短期リース及び少額資産のリースについてIFRS第16号「リース」第６項を適用し、

リース料をリース期間に渡り定額法により費用認識しております。 
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(9) 非金融資産の減損 
当社グループは、四半期決算ごとに資産が減損している可能性を示す兆候があるか否か

を評価しております。減損の兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能価額を見積っ
ております。減損の兆候の有無にかかわらず、耐用年数を確定できない無形資産又は未だ
使用可能ではない無形資産、及び企業結合で取得したのれんについては毎期減損テストを
実施しております。 

資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分費用控除後の公正価値のうち
いずれか大きい方の金額としております。個別資産についての回収可能価額の見積りが不
可能な場合には、当該資産が属する資金生成単位の回収可能価額を算定しております。 
使用価値は、資産の継続的使用及び最終的な処分から発生する将来キャッシュ・インフ

ロー及びアウトフローの見積額を、貨幣の時間価値及び当該資産の固有のリスクの市場評
価を反映した税引前の割引率により割り引いて算定した現在価値であります。 
減損テストにおいて、企業結合により取得したのれんは、取得日以降、取得企業の資金

生成単位又はそのグループで、企業結合のシナジーから便益を得ることが期待されるもの
に配分しております。のれんが配分される当該資金生成単位又はそのグループのそれぞれ
は、のれんが内部管理目的でモニターされている企業内の最小の単位で、かつ事業セグメ
ントよりも大きくはありません。 
資金生成単位又はそのグループの減損損失は、最初に、当該資金生成単位又はそのグル

ープに配分したのれんの帳簿価額を減額し、次に、当該単位内の各資産の帳簿価額に基づ
いた比例按分によって、当該単位内のその他の資産に対して配分し、当該単位の資産の帳
簿価額を減額するように配分しております。 
資産もしくは資金生成単位又はそのグループの回収可能価額が当該資産もしくは資金生

成単位又はそのグループの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を直ちに純損益として認
識しております。 
のれん以外の資産について過去に認識した減損損失は、報告日ごとにおいて、損失の減

少又は消滅を示す兆候の有無を評価しております。当該資産の回収可能価額の算定に用い
られた見積りに変更があった場合は、減損損失を戻し入れます。減損損失は、減損損失を
認識しなかった場合の減価償却費及び償却額控除後の帳簿価額を上限として戻し入れます。 
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(10) 引当金 
当社グループは、過去の事象の結果として、合理的に見積り可能な法的又は推定的債務

を現在の負債として負っており、当該債務を決済するために経済的便益の流出が生じる可
能性が高い場合に、引当金を認識しております。 

当社グループは、連結会計年度の末日における現在の債務を決済するために要する支出
(将来キャッシュ・フロー)の最善の見積りにより、貨幣の時間的価値の影響に重要性があ
る場合には、見積られた将来キャッシュ・フローをその負債に固有のリスクを反映させた
割引率で割り引いた現在価値で測定しております。時の経過に伴う割引額の割戻しは、金
融費用として認識しております。 
なお、当社グループの主な引当金は次のとおりです。 
 

（資産除去債務） 
保有する有形固定資産に関し、法令、契約又はこれに準ずるもので当該有形固定資産の

除却を要求される場合には、資産除去債務を認識しております。資産除去債務は、資産除
去に要するキャッシュ・フローを合理的に見積り、それを将来キャッシュ・フローが発生
する時点までの期間に対応した当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率で割り引
いて測定しております。 

 
(11) 従業員給付 

短期従業員給付とは、従業員が関連する勤務を提供した期間の末日後12ヶ月以内に支払
われると見積もられる従業員給付であります。短期従業員給付については、割引計算を行
わず、関連するサービスが提供された時点で費用として認識し、未払分を負債計上してお
ります。当社グループにおける短期従業員給付には賞与及び有給休暇に係るものがありま
す。 
累積型の有給休暇に関する従業員給付の予想コストは、将来の有給休暇の権利を増加さ

せる勤務を従業員が提供した時に認識しております。また、当社グループは、累積型有給
休暇の予想コストを、連結会計年度の末日現在で累積されている未使用の権利の結果とし
て当社グループが支払うと見込まれる金額として測定しております。 
なお、賞与については、過去に従業員から勤務を提供された結果、支払を行う法的又は

推定的債務を有しており、かつ、当該債務について信頼性のある見積りが可能な場合に負
債として認識しております。 
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(12) 資本 
資本金及び資本剰余金 

当社が発行する資本性金融商品は、発行価額を「資本金」及び「資本剰余金」に認識
しております。また、その発行に直接起因する取引コストは「資本剰余金」から控除し
ております。 

 
(13) 株式報酬 

当社グループは、取締役及び従業員等に対するインセンティブ制度として、持分決済型
の株式報酬制度を採用しております。 
持分決済型の株式報酬(以下、ストック・オプション)は、付与日における公正価値によ

って見積り、最終的に権利確定すると予想されるストック・オプションの数を考慮した上
で、権利確定期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しておりま
す。付与されたオプションの公正価値は、オプションの諸条件を考慮し、モンテカルロ・
シミュレーションや二項モデルなどを用いて算定しております。また、その後の情報によ
り確定すると見込まれるストック・オプションの数が従前の見積りと異なることが示され
た場合には、必要に応じて権利確定数の見積りを修正しております。 
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(14) 収益認識 
当社グループは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除き、次の５

ステップアプローチに基づき、約束した商品又は役務を顧客に移転し、顧客が当該商品又
は役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しております。収益は顧客への財の移転と
交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しており、値引・割戻し及び付加価値
税等を控除後の金額で測定しております。 

ステップ１：顧客との契約を識別する。 
ステップ２：契約における履行義務を識別する。 
ステップ３：取引価格を算定する。 
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。 
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。 

 
履行義務の識別にあたっては、葬儀関連備品、供花、料理等の調達における当社グルー

プの関与度合いによって、本人か代理人かの検討を行っております。当社グループの関与
度合いが高い場合には、自らの約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する
履行義務に該当し、本人として収益を対価の総額で連結損益計算書に表示しております。
一方、当社グループの関与度合いが低い場合には、それらの財又はサービスが他の当事者
によって提供されるように手配する履行義務に該当し、代理人として収益を手数料又は報
酬の額もしくは対価の純額で連結損益計算書に表示しております。 

 
当社グループにおいては、上記の５ステップアプローチに基づき、該当する履行義務は

主に一時点で充足するものとなり、次のとおりとなります。 
① 役務の提供 
 当社グループの役務の提供に関する収益としては、主に葬儀の売上収益及び仲介手数
料収入があります。これらは、施行が完了した時に履行義務が充足し収益を認識してお
ります。 
仲介手数料については、売上原価として会計処理していた費用を売上収益から控除して
おります。 

通常、支払条件は、施行完了後14日以内の支払とされており、契約の重大な金融要素
は含まれておりません。 
② 物品の販売 

当社グループにおいては仏壇・位牌等の製品の販売があります。これらは、得意先か
ら顧客へ引渡等、支配が移転した際に収益を認識しております。 
通常、支払条件は、引渡後14日以内の支払とされており、契約の重大な金融要素は含

まれておりません。 
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また、履行義務が一時点で充足されないものについては、契約の履行義務の充足等に従

い対価を受領しており、当該対価を収益として認識しております。当社グループでは、ロ
イヤルティ収入において履行義務が充足された時点で収益を認識しております。 
なお、顧客との契約獲得の増分コスト又は契約を履行するためのコストについて、資産

計上すべきものはありません。 
 
(15) 法人所得税 

法人所得税は、当期税金と繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関
連するもの、及び直接資本の部又はその他の包括利益に認識する項目を除き、純損益に認
識しております。 
① 当期税金 

当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定
しております。税額の算定に使用する税率及び税法は、決算日までに制定又は実質的に
制定されたものです。 

 
 

② 繰延税金 
繰延税金は、連結会計年度の末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿

価額との間の一時差異に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差
異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生
じると見込まれる範囲において認識し、繰延税金負債は、原則として、将来加算一時差
異について認識しております。 

なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を認識しておりません。 
・のれんの当初認識から生じる一時差異 
・会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えない取引(企業結合取引を除く)に
よって発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異 

・子会社、関連会社に対する投資並びに共同支配の取決めに対する持分に係る将来加算
一時差異について、解消する時期をコントロールでき、かつ、予測可能な将来にその
差異が解消されない可能性が高い場合 

・子会社、関連会社に対する投資並びに共同支配の取決めに対する持分に係る将来減算
一時差異のうち、予測可能な将来に当該一時差異が解消する可能性が高くない場合又
は当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高くない場合 
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繰延税金資産及び繰延税金負債は、決算日までに制定又は実質的に制定されている法定
税率に基づいて、一時差異が解消される時に適用されると予想される税率によって測定さ
れます。 
繰延税金資産及び繰延税金負債は、当社グループが当期税金資産及び負債を相殺する法

律上強制力のある権利を有しており、かつ、法人所得税が同一の税務当局によって同一の
納税主体に課されている場合に相殺しております。 
繰延税金資産の帳簿価額は各連結会計年度の末日現在で再検討しております。一部又は

全部の繰延税金資産の便益を実現させるだけの十分な課税所得を稼得する可能性が高くな
くなった場合、繰延税金資産の帳簿価額をその範囲で減額しております。また、当該評価
減額は、十分な課税所得を稼得する可能性が高くなった範囲で戻し入れております。 

 
(16) １株当たり利益 

基本的１株当たり当期利益は、親会社の所有者(普通株主)に帰属する純損益を、各連結
会計年度中の自己株式を調整した発行済普通株式の加重平均株式数で除して計算しており
ます。 

 
(17) その他連結計算書類作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
 
 

５．追加情報 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の収束時期に関しては不確実性が高く、経済活動の
低迷や移動制限により景気の先行きについては極めて不透明な状況が続いております。当社グ
ループにおいては、のれんの減損テストにおける資金生成単位又はそのグループに関する翌連
結会計年度（2020年６月１日から2021年５月31日まで）以降の将来キャッシュ・フローの見積
り等について、入手可能な情報を総合的に勘案し、COVID-19の影響が翌連結会計年度の第２四
半期末まで続いていくものと想定して算定しております。 
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Ⅱ．連結財政状態計算書に関する注記 
 

１．資産から直接控除した貸倒引当金 

営業債権及びその他の債権       7,702千円 

その他の金融資産（非流動資産）    1,205千円 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額     2,183,148千円 

（減損損失累計額を含む） 

 

３．担保に供している資産 

 建物               1,047,229千円 

 土地                626,816千円 

  計                1,674,046千円 

 

４．担保に係る債務 

１年以内返済予定の長期借入金      340,679千円 

長期借入金                       3,329,639千円 

   計                3,670,318千円 
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Ⅲ．連結持分変動計算書に関する注記 
 

１．当連結会計年度における発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数 

普通株式 3,394,235株 50,000株 ― 3,444,235株 

（注）東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う新株発行により、2020年３月５日に普通株式が50,000個増加

しております。 

 

２．新株予約権に関する事項 

目的となる
株式の種類 

目的となる株式の数 

当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度期末 

普通株式 135,000株 ― 60,000株 75,000株 

（注）2019年７月16日に開催された取締役会にて自己新株予約権60,000個を消却しております。 
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Ⅳ．金融商品に関する注記 
 

１．資本管理 

当社グループは、適切な資本比率を維持し株主価値を最大化するため、適切な配当金の決定、自己株式の

取得、新株予約権の付与、他人資本又は自己資本による資金調達を実施します。なお、当社グループが適用

を受ける重要な資本規制(会社法等の一般的な規定を除く)はありません。 

 

２．財務上のリスク管理 

当社グループは、事業活動を遂行する過程において、様々な財務上のリスク(信用リスク、市場リスク及

び流動性リスク)に晒されております。そのため、社内管理規程等に基づき、定期的に財務上のリスクのモ

ニタリングを行い、リスクを回避又は低減するための対応を必要に応じて実施しております。 

なお、当社グループは、デリバティブ取引は行っておりません。 

(1)信用リスク 

当社グループは、与信管理規程に従い、主に営業債権について、営業部門が取引先の状況を定期的に

モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸

念の早期把握や軽減を図っております。また、管理部門は営業部門の設定した与信限度等を定期的にモ

ニタリングしております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行って

おります。なお、特定の取引先について重要な信用リスクのエクスポージャーはなく、特段の管理を有

する信用リスクの過度の集中はありません。 

当社グループは土地の所有者が店舗を建設しその物件を賃借するにあたって建設協力金（その他の金

融資産）を差し入れる場合があります。建設協力金は、店舗の賃借期間にわたって回収するため、回収

期間は長期にわたります。ただし店舗に賃借権を設定することにより、所有者が経営破たんにより変更

となった場合でも破綻以前と同様の条件で店舗を賃借することが可能であるため、建設協力金に係る回

収リスクは限定的と考えております。 

差入保証金は、土地及び建物の所有者に対してその土地及び建物を賃借するために差し入れた敷金・

保証金であり、土地及び建物の賃貸借期間終了時において再契約しない場合に回収するため、回収期間

は長期にわたります。そのため当社グループは、土地及び建物の所有者の信用状況の悪化や経営破たん

により、敷金・保証金が回収不能となる信用リスクに晒されております。 

連結会計年度の末日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、金融資産の減損後の帳簿価

額となりますが、過年度において重要な貸倒損失を認識した実績はありません。 
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(2)流動性リスク 

①資金調達に係る流動性リスクの管理 

 当社グループは、支払債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクに関

し、当社グループは運転資金の効率的な管理による資本効率の最適化、当社による資金の集中管理等に

より資金管理の維持に努めております。また、当社グループは各部署からの報告に基づき経営管理部が

適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、流動性リ

スクを管理しております。 

 

(3)市場リスク 

①市場リスクの管理 

当社グループは、事業活動の中で様々な金利変動リスクに晒されており、特に金利の変動は借入費用

に大きく影響いたします。これは、当社グループの借入金が変動金利による借入金であるためです。当

社グループは市場金利の動向にあわせて借入条件を適時に見直すことにより金利変動リスクの低減を図

っております。 

 

３．償却原価で測定する金融商品 

連結計算書類において公正価値で測定しないものの、公正価値の開示が要求される資産及び負債は次のと

おりです。なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値と近似している場合には、開示を省略しております。

（注１） 

(単位：千円) 

 帳簿価額 公正価値 

その他の金融資産 388,688 386,138 

長期借入金（注２） 3,670,318 3,700,000 

（注１）現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務は短期決済され、公

正価値は帳簿価額と近似しているため、上記の表には含めておりません。 

（注２）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。 

 

(公正価値の算定方法) 

(a) その他の金融資産 

主として敷金及び差入保証金により構成されております。公正価値については、その将来キャッシュ・

フローを契約期間に応じた国債の利回り等適切な指標で割り引く方法により算定しております。 

(b) 長期借入金 

元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引く方法により算定してお

ります。 
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Ⅴ．１株当たり情報に関する注記 
１株当たり親会社所有者帰属持分 1,041円48銭 
基本的１株当たり当期利益 61円78銭 

 
 

Ⅵ．その他の注記 
１．金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 
（2019年６月１日から2020年５月31日まで） 

 

（単位：千円） 
 

 

株  主  資  本 

資本金 
資 本 剰 余 金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

2019年６月１日残高 100,000 100,000 2,426,019 2,526,019 

当期変動額     

新株の発行 53,360 53,360 － 53,360 

当期純利益 － － － － 

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 

－ － － － 

当期変動額合計 53,360 53,360 － 53,360 

2020年５月31日残高 153,360 153,360 2,426,019 2,579,379 

 

 

株  主  資  本 

新株予約権 純資産合計 

利 益 剰 余 金 

株主資本合計 
そ の 他 
利益剰余金 利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

2019年６月１日残高 10,510 10,510 2,636,530 6,125 2,642,655 

当期変動額      

新株の発行 － － 106,720 － 106,720 

当期純利益 14,867 14,867 14,867 － 14,867 

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 

－ － － 1,273 1,273 

当期変動額合計 14,867 14,867 121,587 1,273 122,860 

2020年５月31日残高 25,377 25,377 2,758,117 7,398 2,765,516 
 

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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個別注記表 
 
１．会計処理に関しては、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て作成されております。表示及び開示に関しては、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、個別注記表及び附属明細書は会社計算規則に準拠して、作成されております。 

 
２．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 
子会社株式は移動平均法による原価法により評価しております。 

 
（２）固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 
定額法によっております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 
定額法によっております。 

 なお、将来の費用削減効果が確実な自社利用のソフトウェアについては、社内における
利用可能期間（５年）に基づいております。 

 
（３）引当金の計上基準 

 賞与引当金は従業員に対して支給する賞与の支出に備え、当事業年度末における支給見
込み額を計上しております。 

 
（４）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
 
３．貸借対照表に関する注記 

有形固定資産の減価償却累計額 51 千円 
 

関係会社に対する金銭債権・債務 
関係会社に対する短期金銭債権 421,925 千円 
関係会社に対する長期金銭債権 3,300,000 千円 
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４．損益計算書に関する注記 
関係会社との取引高 

営業取引による取引高 
売上高 609,088 千円 

営業取引以外の取引高 
受取利息 32,149 千円 

 
５．税効果会計に関する注記 
（１）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
 

繰延税金資産   
 賞与引当金 4,101 千円 
 未払事業税 5,147 千円 

繰延税金資産小計 9,249 千円 
評価性引当額 ― 千円 

繰延税金資産合計 9,249 千円 

 
（２）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 
 

法定実効税率 30.6％ 

（調整）  

損金算入されない項目 7.3％ 

住民税均等割等 3.5％ 

外形標準課税適用による税率変更の影響 3.6％ 

軽減税率の適用 △0.2％ 

その他 1.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.8％ 

 
（３）法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 当社は当事業年度に資本金が１億円超となったため、法人事業税の外形標準課税の適
用法人となっております。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す
る法定実効税率は、従来の33.9％から30.6％になっております。 
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６．関連当事者との取引に関する注記 
（１）親会社及び法人主要株主等 

 

種類 
会社等 
の名称 

住所 
事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有） 
割合（％） 
（注）１ 

関連当事者
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
（千円） 
（注）２ 

科目 
期末残高 
（千円） 

法人主要 
株主等 

Advantage 
Partners(H
.K.) 
Limited 

香港 

PEファンド
における管
理・運営投
資助言 

（被所有） 
間接  48.1 

日本法人を
通じた経営
指導等のコ
ンサルティ
ング・役員
の派遣 

経営指導等
のコンサル
ティング料 
及び支払手
数料 

250,000 ― ― 

 

（注）１．Advantage Partners(H.K.) Limitedは、株式会社アドバンテッジパートナーズを通じて間接的にサ
ービスを提供しており、また主に投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号を通じて間
接的に議決権を所有しております。 

 ２．取引金額には消費税等を含めておりません。 

 

（２）子会社及び関連会社等 
 

種類 
会社等 
の名称 

住所 
事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有） 
割合（％） 

関連当事者
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
（千円） 
（注）２ 

科目 
期末残高 
（千円） 

子会社 
㈱家族葬の 
ファミーユ 

東京都 
港区 

葬儀事業及
び葬儀関連
サービス業 

直接 100.0 

経営指導等
のコンサル
ティング 
資金の貸付 
役員の兼任 

経営指導等
のコンサル
ティング料 

609,088 売掛金 71,925 

資金の回収 
（注）１ 

 
受取利息 
（注）１ 

300,000 
 
 

32,149 

１年以内回収
予定の関係会
社長期貸付金 

350,000 

関係会社 
長期貸付金 

3,300,000 

 

（注）１．資金の融通の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

 ２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

 
７．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 800円79銭 
１株当たり当期純利益 4円36銭 
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